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総
括
質
疑

総
括
質
疑 
総
括
質
疑

総
括
質
疑 
総
括
質
疑 

会
派
の
構
成
人
数
に
よ
り
文
字
数
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。 

議
会
日
誌

議
会
日
誌

２
／　

・
栃
木
県
上
三
川
町
議
会
視

１８

察
来
訪

　
　
　

・
第
１
回
定
例
会
本
会
議

２１

　
　
　

・
第
１
回
定
例
会
本
会
議

２２

　
　
　

・
予
算
決
算
常
任
委
員
会

３
／
１
・
第
１
回
定
例
会
本
会
議

　
　

４
・
第
１
回
定
例
会
本
会
議

　
　
　

・
議
会
運
営
委
員
会

　
　

５
・
第
１
回
定
例
会
本
会
議

　
　
　

・
予
算
決
算
常
任
委
員
会

　
　

６
・
企
画
総
務
分
科
会

　
　

７
・
民
生
教
育
分
科
会

　
　

８
・
都
市
環
境
分
科
会

　
　
　

・
企
画
総
務
常
任
委
員
会

１２

　
　
　

・
企
画
総
務
分
科
会

　
　
　

・
民
生
教
育
常
任
委
員
会

１３

　
　
　

・
民
生
教
育
分
科
会

　
　
　

・
都
市
環
境
常
任
委
員
会

１４

　
　
　

・
都
市
環
境
分
科
会

　
　
　

・
予
算
決
算
常
任
委
員
会

１８

　
　
　

・
基
地
政
策
特
別
委
員
会

　
　
　

・
基
地
政
策
特
別
委
員
会
視

察
…
相
模
原
住
宅
地
区

　
　
　

・
議
会
運
営
委
員
会

１９

　

議
案
第
９
号
、
平
成　

年
度
座

３１

間
市
一
般
会
計
予
算
に
つ
い
て
、

平
成　

年
度
の
一
般
会
計
予
算
は

３１

４
０
４
億
１
２
７
９
万
円
余
で
、

前
年
度
対
比
０
・
８
％
減
と
の
こ

と
で
す
。
歳
入
の
根
幹
で
あ
る
市

税
は
、
前
年
度
対
比
２
・
１
％
増

の
１
８
９
億
３
１
５
４
万
円
余
で
、 

個
人
市
民
税
、
法
人
市
民
税
が
増

収
見
込
み
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に

固
定
資
産
税
が
新
築
家
屋
の
増
加

か
ら
増
収
を
見
込
め
る
こ
と
は
明

る
い
話
題
で
す
。
一
方
、
歳
出
は
、

第
四
次
座
間
市
総
合
計
画
の
目
指

す
ま
ち
の
姿
の
実
現
の
た
め
、
基

本
構
想
に
掲
げ
た
九
つ
の
目
標
に

沿
っ
た
実
施
計
画
事
業
の
着
実
な

予
算
化
を
根
幹
に
据
え
な
が
ら
、

総
額
抑
制
に
努
め
た
予
算
編
成
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成　

年
度
予
算
編
成
に
つ
い

３１

て
、
苦
労
し
た
点
や
特
徴
的
な
部

分
を
お
示
し
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

本
年
度
は　

月
か
ら
消
費
税
の
増

１０

税
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
増

税
の
影
響
を
ど
の
よ
う
に
考
慮
し

た
の
か
伺
い
ま
す
。

　

市
長　

当
初
予
算
編
成
に
お
い

て
、
歳
入
予
算
は
見
込
み
得
る
限

り
の
額
を
計
上
し
、
歳
出
予
算
は

実
施
計
画
事
業
の
推
進
を
根
幹
と

し
つ
つ
も
、
精
査
に
精
査
を
重
ね

て
、
予
算
総
額
の
抑
制
に
努
め
ま

し
た
。
さ
ら
に
、
補
正
予
算
を
活

用
し
、
一
部
事
業
の
前
倒
し
を
図

る
な
ど
当
初
予
算
の
負
担
を
軽
減

し
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
財

源
と
し
て
充
当
す
る
必
要
が
あ
る

部
分
に
つ
い
て
は
、
年
度
間
の
財

源
調
整
機
能
を
有
す
る
財
政
調
整

基
金
を
充
当
し
て
対
応
す
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
翌
年

度
以
降
に
特
定
財
源
が
見
込
ま
れ

る
な
ど
の
理
由
か
ら
、
実
施
年
度

を
変
更
し
た
一
部
の
事
業
を
除
き
、

実
施
計
画
事
業
を
全
て
網
羅
し
、

本
市
が
現
在
必
要
と
し
て
い
る
身

の
丈
に
合
っ
た
的
確
か
つ
堅
実
な

当
初
予
算
編
成
が
で
き
た
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

企
画
財
政
部
長　

平
成　

年
度

３１

予
算
編
成
に
お
け
る
消
費
税
増
税

の
影
響
に
つ
い
て
、
歳
入
の
地
方

消
費
税
交
付
金
は
、
納
税
義
務
者

が
消
費
税
を
国
に
申
告
納
付
し
て

か
ら
、
神
奈
川
県
を
経
由
し
て
本

市
に
交
付
金
と
し
て
交
付
さ
れ
る

ま
で
に
一
定
の
期
間
を
要
す
る
た

め
、
本
市
は
平
成　

年
度
中
、
増

３１

税
に
伴
う
影
響
を
受
け
な
い
も
の

と
想
定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
歳

出
は
、
本
年　

月
以
降
の
支
払
い

１０

に
関
し
、
原
則
と
し
て
増
税
後
の

金
額
を
予
算
計
上
し
て
い
ま
す
。

　

会
派
に
属
さ
な
い
議
員
（
安
海　

の
ぞ
み 
議
員
）

も
く
せ
い
園
用
地
取
得　

今
後
の
運
営
は
？

会
派
に
属
さ
な
い
議
員
（
沖
永　

明
久 
議
員
）

お
金
が
な
い
か
ら
、
安
全
対
策
工
事
は

行
わ
な
い
の
か
？

会
派
に
属
さ
な
い
議
員
（
加
藤　

陽
子 
議
員
）

今
後
の
民
設
民
営
の

児
童
ホ
ー
ム
設
置
の
方
向
を
問
う

ざ
ま
明
進
会
（
佐
藤　

弥
斗 
議
員
）

座
間
南
林
間
線
の
都
市
計
画
変
更
へ
の

地
権
者
理
解
に
つ
い
て

自
民
党
・
い
さ
ま
（
京
免　

康
彦 
議
員
）

本
年
度
予
算
編
成
で
の
苦
労
や
特
徴
、

消
費
税
増
税
の
影
響
を
問
う

こ
と
に
よ
り
、
コ
ン
ビ
ニ
交
付
発

行
手
数
料
及
び
コ
ン
ビ
ニ
交
付
市

町
村
負
担
金
が
下
が
る
と
伺
っ
て

い
ま
す
。
実
際
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
に
よ
る
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ

ー
ビ
ス
へ
の
参
加
団
体
が
増
加
し

た
平
成　

年
度
に
は
、
コ
ン
ビ
ニ

２９

交
付
発
行
手
数
料
が
１
件
に
つ
き

１
２
３
円
か
ら
１
１
５
円
に
、
コ

ン
ビ
ニ
交
付
市
町
村
負
担
金
は
３

０
０
万
円
か
ら
２
７
０
万
円
に
減

額
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
当
事
業
に
係
る
手
数
料

及
び
負
担
金
は
減
額
さ
れ
る
も
の

と
考
え
て
お
り
、
市
負
担
も
軽
減

し
て
い
く
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

い
ま
す
。

　

市
長　

第
四
次
座
間
市
総
合
計

画
の
重
点
施
策
と
し
て
郷
土
資
料

館
の
整
備
を
目
指
す
と
し
て
い
ま

す
。
市
郷
土
資
料
館
整
備
事
業
検

討
委
員
会
で
の
議
論
を
尊
重
し
、

今
後
の
政
策
に
反
映
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
座
間
の
子
供
た

ち
の
た
め
に
も
、
今
後
の
座
間
の

歴
史
と
伝
統
を
後
世
に
伝
え
る
た

め
に
も
、
郷
土
資
料
館
の
必
要
性

は
十
分
に
認
識
し
て
い
ま
す
。

財
政
規
律
を
重
ん
じ
な
が
ら
、
各

事
業
の
所
要
額
に
つ
い
て
精
査
に

精
査
を
重
ね
た
結
果
、
新
規
事
業

を
含
め
た
実
施
計
画
事
業
を
網
羅

し
つ
つ
、
的
確
か
つ
堅
実
で
、
補

正
予
算
と
の
連
続
性
を
持
っ
た
当

初
予
算
の
編
成
が
で
き
た
も
の
と

考
え
て
い
ま
す
。

公
明
党
（
安
田　

早
苗 
議
員
）

住
民
票
等
自
動
交
付
機
廃
止
に
伴
う

影
響
に
つ
い
て
問
う

ざ
ま
大
志
会
（
沖
本　

浩
二 
議
員
）

平
成　

年
度
予
算
編
成
の

３１

全
体
的
な
特
徴
を
問
う

日
本
共
産
党
（
中
澤　

邦
雄 
議
員
）

郷
土
資
料
館
の
建
設
を

市
制　

周
年
記
念
事
業
に

５０

　

議
案
第
９
号
、
平
成　

年
度
座

３１

間
市
一
般
会
計
予
算
に
つ
い
て
、

住
民
票
等
自
動
交
付
機
の
廃
止
に

伴
い
、
コ
ン
ビ
ニ
交
付
の
利
用
者

が
増
え
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
ま
す
。

コ
ン
ビ
ニ
は
、
今
で
は
地
域
の
顔

と
な
っ
て
お
り
、
住
民
票
等
の
コ

ン
ビ
ニ
交
付
は
大
変
便
利
な
市
民

サ
ー
ビ
ス
と
考
え
ま
す
。
今
後
の

コ
ン
ビ
ニ
交
付
の
増
加
に
よ
る
シ

ス
テ
ム
利
用
手
数
料
の
見
通
し
に

つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　

市
民
部
長　

地
方
公
共
団
体
情

報
シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら
は
、
コ
ン

ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
に
参
加
す
る

団
体
が
増
え
、
利
用
者
が
増
え
る

　

現
在
、
市
の
文
化
的
歴
史
資
料

は
市
内
小
学
校
３
校
と
公
民
館
の

各
資
料
室
に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
市
民
の
貴
重
な
財
産
で
あ
る

歴
史
資
料
を
日
常
的
に
供
覧
で
き

な
い
こ
と
は
大
変
残
念
な
こ
と
で

す
。
資
料
の
保
存
に
関
し
て
は
科

学
的
、
専
門
的
な
処
理
が
必
要
な

こ
と
な
ど
か
ら
、
本
市
も
２
年
後

の
市
制　

周
年
の
記
念
事
業
と
し

５０

て
郷
土
資
料
館
を
建
設
す
べ
き
と

考
え
ま
す
が
、
市
長
の
見
解
を
伺

　

平
成　

年
度
の
予
算
編
成
に
当

３１

た
り
、
事
業
の
目
的
や
効
果
、
手

法
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
を
踏

ま
え
、
そ
の
点
検
及
び
経
費
の
精

査
に
取
り
組
ん
だ
と
い
う
観
点
か

ら
、
今
年
度
予
算
編
成
の
全
体
的

な
特
徴
を
市
長
に
伺
い
ま
す
。

　

市
長　

限
ら
れ
た
財
源
の
中
で

林
間
線
は
、
本
市
の
ま
ち
づ
く
り

の
東
西
軸
の
骨
格
を
な
す
広
域
連

携
軸
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

地
権
者
や
地
域
住
民
の
方
々
に
は
、

道
路
の
必
要
性
を
丹
念
に
根
気
強

く
時
間
を
か
け
て
説
明
し
、
ご
理

解
い
た
だ
け
る
よ
う
に
対
応
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

都
市
計
画
道
路
座
間
南
林
間
線

の
事
業
実
施
に
向
け
た
都
市
計
画

変
更
手
続
及
び
関
係
機
関
と
の
協

議
を
行
い
、
用
地
の
先
行
取
得
を

行
う
と
の
こ
と
で
す
が
、
地
権
者

の
方
々
の
理
解
は
進
ん
で
い
る
の

か
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

市
長　

都
市
計
画
道
路
座
間
南

ら
れ
る
も
の
と
考
え
ま
す
。　

歳
６５

以
上
の
利
用
者
は
介
護
保
険
制
度

に
移
行
す
る
も
の
と
考
え
ま
す
が
、

柔
軟
に
対
応
し
た
い
と
考
え
ま
す
。

　

福
祉
部
長　

も
く
せ
い
園
が
引

き
続
き
生
活
介
護
事
業
を
展
開
し

て
い
く
上
で
、
用
地
を
取
得
す
る

こ
と
で
安
定
し
た
施
設
運
営
が
図

　

子
ど
も
未
来
部
長　

コ
ス
ト
削

減
や
多
様
な
事
業
展
開
が
見
込
ま

れ
る
民
間
活
力
を
可
能
な
限
り
有

効
活
用
し
、
運
営
を
進
め
ま
す
。

　

今
後
の
待
機
児
童
対
策
と
し
て
、

市
の
費
用
負
担
が
少
な
い
民
間
設

置
型
で
の
設
置
を
民
間
に
促
し
て

い
く
考
え
が
あ
る
の
か
伺
い
ま
す
。

ら
ず
、
安
全
対
策
の
た
め
の
擁
壁

工
事
を
行
わ
な
い
理
由
は
何
か
。

　

市
長
室
長　

多
額
の
費
用
を
要

す
る
た
め
、現
状
の
ま
ま
と
す
る
。

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
指
定
さ

れ
て
い
る
総
合
防
災
備
蓄
倉
庫
南

側
斜
面
は
、
地
質
調
査
に
よ
る
と

軟
弱
地
盤
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ

請

願

・

陳

情

に

つ

い

て

※　

請
願
・
陳
情
は
い
つ
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
提
出
さ

れ
た
請
願
・
陳
情
は
３
月
、
６
月
、
９
月
、　

月
の
年
４
回
開

１２

催
さ
れ
る
定
例
会
に
お
い
て
審
査
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
定
例
会
ご
と
の
締
め
切
り
日
は
、
議
会
事
務
局
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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